
��

所
得
税
・
住
民
税
の
申
告
相
談
の
お
知
ら
せ

所
得
税
・
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ら
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確
定
申
告
の
時
期
で
す

　

平
成
22
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
平
成
23
年

度
の
個
人
住
民
税
の
申
告
の
時
期
に
な
り
ま

し
た
。

　

こ
の
申
告
は
、
平
成
22
年
1
月
1
日
か
ら

12
月
31
日
ま
で
の
所
得
に
つ
い
て
行
う
も
の

で
、
個
人
住
民
税
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
税

の
賦
課
資
料
や
所
得
証
明
等
に
必
要
な
も
の

で
す
。

　

平
成
23
年
1
月
1
日
現
在
で
氷
川
町
内
に

住
所
の
あ
る
方
で
、
所
得
税
の
確
定
申
告
が

済
ん
で
い
な
い
方
、
給
与
収
入
の
み
で
年
末

調
整
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
申
告
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

確
定
申
告
を
す
れ
ば
所
得
税
が
戻
る　

場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
医
療
費
控
除
…
10
万
円
以
上
ま
た
は
所
得

金
額
の
5
％
以
上
の
医
療
費
が
あ
る
方

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
…
平
成
22
年
1

月
1
日
か
ら
平
成
22
年
12
月
31
日
ま
で
の
間

に
住
宅
を
新
増
築
さ
れ
、
金
融
機
関
よ
り
融

資
を
受
け
て
い
る
方

公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
…

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
か
ら
控
除
さ
れ

る
公
的
年
金
等
控
除
額
が
改
正
さ
れ
、
年
齢

65
歳
以
上
の
方
の
老
年
者
控
除
（
50
万
円
）

が
平
成
17
年
分
か
ら
廃
止
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

昭
和
21
年
1
月
1
日
以
前
生
ま
れ（
65
歳

以
上
）で
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が

1
5
8
万
円
以
上
、
昭
和
21
年
1
月
2
日
以

後
生
ま
れ（
65
歳
未
満
）で
公
的
年
金
等
の
収

入
金
額
が
1
0
8
万
円
以
上
の
方
は
申
告
を

お
願
い
し
ま
す
。

事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
な
ど
）
や　

不
動
産
所
得
が
あ
る
方
は
…

　

平
成
21
年
分
の
事
業
所
得
の
申
告
を
さ
れ

た
方
に
は
、
住
民
税
申
告
書
お
よ
び
収
支
内

訳
書
を
税
務
課
よ
り
送
付
い
た
し
ま
す
。
収

入
金
額
と
必
要
経
費
の
領
収
書
や
関
係
帳
簿

に
つ
い
て
項
目
ご
と
に
ま
と
め
、
申
告
書
等

を
記
入
し
て
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
告
書
等
は
自
書
申
告
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
必
ず
作
成
し
て
ご
持
参
く
だ
さ

い
。国

民
年
金
保
険
料
の
控
除
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
保
険
料
お
よ
び
国
民
年
金
基
金

の
掛
け
金
の
控
除
を
受
け
る
場
合
は
、
日
本

年
金
機
構
八
代
年
金
事
務
所
が
発
行
す
る

「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除

証
明
書
」
等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

紛
失
さ
れ
た
場
合
は
、
日
本
年
金
機
構
八

代
年
金
事
務
所
に
証
明
書
の
再
発
行
の
依
頼

を
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
々
へ

の
お
知
ら
せ

　

年
金
の
み
の
方
の
申
告
相
談
を
左
記

の
日
程
で
行
い
ま
す
。

　

年
金
の
ほ
か
に
、
農
業
、
不
動
産
、

営
業
等
の
事
業
所
得
が
あ
る
方
は
、
2

月
21
日
（
月
）
か
ら
の
受
け
付
け
に
な

り
ま
す
の
で
「
住
民
税
申
告
の
お
知
ら

せ
」
の
チ
ラ
シ
を
よ
く
ご
覧
に
な
っ
て
、

指
定
さ
れ
た
日
時
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

2月3日
（木）

2月4日
（金）

2月17日
（木）

2月18日
（金）

　　　　　栫、早尾、今、
東上宮、西上宮、町、桜ヶ丘

　　　　　下宮、新村、宮園、有佐、
原田、川上、立神、河原、法道寺、高野道

竜北地区（吉野、野津）
午前 9：00～11：30
午後 1：30～4：00

竜北地区（和鹿島）

時
間

対象地区

対象地区

対象地区

対象地区

氷川町役場
2階大会議室

場
所

午前 9：00～11：30
午後 1：30～4：00

時
間

氷川町宮原振興局
2階大会議室

場
所

所得税の申告と納税
2月16日㈬～
　　  3月15日㈫まで
消費税・地方消費税
2月16日㈬～
　　  3月31日㈭まで


